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報告第5号 

 

令和3年度釜石市健全化判断比率及び公営企業資金不足比率の報告について 

 

1 健全化判断比率の算定結果 

 当市の比率 
早期健全化基準 

財政再生基準 
（当市の場合） 

実質赤字比率 －% 13.21% 20.00% 

連結実質赤字比率 －% 18.21% 30.00% 

実質公債費比率 14.4% 25.0% 35.0% 

将来負担比率 －% 350.0%  

上記のとおり、当市の健全化判断比率は、早期健全化基準及び財政再生基準を下回っており、

健全化法に基づく財政健全化計画及び財政再生計画の策定は不要となっています。  

      
※ 実質赤字比率･･･一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 

※ 連結実質赤字比率･･･全会計を対象とした実質赤字(又は資金の不足額)の標準財政規模に対する比率 

※ 実質公債費比率･･･一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率 

※ 将来負担比率･･･一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 

 

2 資金不足比率の算定結果  

水 道 事 業 公共下水道事業 漁業集落排水事業 魚市場事業 経営健全化 

会 計 会 計 会 計 特 別 会 計 基 準 

資 金 
－% －% －% －% 20.0% 

不 足 比 率 

上記のとおり、公営企業会計における資金不足は発生しておらず、経営健全化計画の策定は不

要となっています。 

 
※ 資金不足比率･･･資金の不足額の事業規模に対する比率 

(資金の不足額：一般会計等の実質赤字に相当するものとして、公営企業会計ごとに算定した額) 

(事業規模：料金収入など主たる営業活動から生じる収益等に相当する額) 

 

 

 

(担当：財政課) 
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議案第45号 

 

釜石市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

1 提案理由 

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正す

る法律(令和4年法律第35号。以下「改正法」という。)が令和4年5月2日に公布され、地

方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法

律の施行期日を定める政令(令和4年政令第204号)が同年5月27日に公布されたことによ

り、改正法の施行日が同年10月1日となったこと等に伴い、条例の一部を改正しようと

するもので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により、議会の

議決を求めるものである。 

 

2 主な改正内容 

(1) 育児休業の取得回数制限の緩和 

 ア 育児休業を原則2回(現行原則1回)まで取得可能とする。 

 イ 上記アに加え、子の出生後8週間以内に育児休業を2回(現行1回)まで取得可能

とする。 

(2) 非常勤職員の育児休業等に関する規定の追加 

(3) 育児休業の取得に関する勤務環境の整備 

  ア 本人又は配偶者が妊娠又は出産等を申し出た場合における育児休業制度の周

知及び取得意向の確認に関する措置を講じる。 

  イ 職員に対する育児休業に係る研修の実施及び相談体制の整備に関する措置を

講じる。 

 

3 施行期日 

令和4年10月1日 

 

 

 

(担当課：総務課) 
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議案第46号 

 

釜石市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

1 提案理由 

所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)及び租税特別措置法施行令等

の一部を改正する政令(令和4年政令第148号)が令和4年3月31日に公布され、同年4月1日

から施行されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするもので、地方自治法(昭和

22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

2 主な改正内容 

引用する法令の条項番号の改正 

 

3 施行期日 

公布の日から施行し、改正後の釜石市過疎地域における固定資産税の課税免除に関

する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。 

 

 

 

(担当課：税務課) 
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議案第47号 

 

釜石市議会議員及び釜石市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに

ビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例 

 

1 提案理由 

公職選挙法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第172号)が令和4年4月6日に公

布され、同日に施行されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするもので、地方自

治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるもので

ある。 

 

2 主な改正内容 

   最近の物価変動を鑑み、選挙公営の上限額を引き上げる。 

(1) 選挙運動用自動車の借入額を一日当たり「15,800円」から「16,100円」に、燃料

費を一日当たり「7,560円」から「7,700円」に改める。 

(2) 選挙運動用ビラの印刷費を一枚当たり「7円51銭」から「7円73銭」に改める。 

(3) 選挙運動用ポスターの印刷費を一枚当たり「525円6銭」から「541円31銭」に、

企画費を「310,500円」から「316,250円」に改める。 

 

3 施行期日 

令和4年10月1日 

 

 

 

(担当課：選挙管理委員会事務局) 
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議案第49号 

 

両石漁港区域内の公有水面埋立免許の出願についての意見に関し議決を求め

ることについて 
 

1 提案理由 

   岩手県知事から両石漁港区域内の公有水面埋立免許の出願について公有水面埋立法

(大正10年法律第57号)第3条第1項の規定により意見を求められたので、これに意見を

述べるため同条第4項の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

2 内 容 

   第3期農山漁村地域整備計画に基づき漁港施設用地の不足を解消するため岩手県が施

工する造成工事に伴う両石漁港区域内の公有水面埋立について、岩手県知事から意見

を求められたことから、これに異議のない旨の意見を述べようとするもの 

 

出  願  者  岩手県 

埋立区域の位置  岩手県釜石市両石町第3地割182番地先水面 

埋 立 区 域  6ページ参照 

埋立区域の面積  50.00平方メートル 

埋立地の用途  漁港施設用地(護岸) 

 

 

 

(担当課：水産農林課) 
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議案第50号 

 

釜石市過疎地域持続的発展計画を変更することに関し議決を求めることにつ

いて 

 

1 提案理由 

令和3年9月釜石市議会定例会において議決を得て計画した釜石市過疎地域持続的発

展計画について、令和4年度過疎対策事業債の借入れに伴い、計画を変更しようとする

もので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条

第10項において準用する同条第1項の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

2 変更の内容 

 (1) 事業内容の変更 

  【1 産業の振興】 

   計画本文28ページ及び事業計画の表に「物産センター泡消火設備更新事業」を追加

する。 

【4 交通施設の整備、交通手段の確保】 

   計画本文35ページ及び事業計画の表に「林業用施設長寿命化事業」を追加する。 

【6 子育て環境の確保並びに高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進】 

   計画本文50ページ及び事業計画の表に「小佐野保育園施設整備事業費補助金」を追

加する。 

 (2) 事業内容の変更に伴う所要の改正 

 

 

 

(担当課：総合政策課) 
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議案第51号 

 

釜石市教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて 

 

1 提案理由 

釜石市教育委員会の委員の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律(昭和31年法律第162号)第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものである。 

 

2 任命の同意を求める者(年齢は、令和4年8月29日現在) 

    氏 名 中 田 義 仁 (53歳) 【新任】 

   略 歴 9ページ参照 

 

 

 

(担当課：総務課) 
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中 田 義 仁 さ ん の 略 歴 

 

現 住 所   釜石市＊＊＊＊ 

生年月日   昭和＊年＊月＊日 

   

 

年  月 記          事 

平成 3年 3月 

平成 3年 4月 

平成 5年 4月 

平成 8年10月 

平成16年 4月 

平成22年 4月 

平成22年12月 

平成23年 4月 

 

平成24年 4月 

 

 

平成27年 4月 

平成28年 4月 

 

平成30年 4月 

令和 2年 7月 

令和 2年10月 

令和 3年 4月 

 

 

令和 4年 1月 

東北薬科大学薬学部卒業 

株式会社清水薬局 入社 

株式会社さいわい薬局 入社 

有限会社中田薬局 入社 

学校薬剤師会釜石支部長(現在に至る) 

一般社団法人岩手県薬剤師会常務理事(現在に至る) 

有限会社中田薬局代表取締役(現在に至る) 

一般社団法人岩手県薬剤師会在宅医療推進委員長 

(現在に至る) 

釜石市シーウエイブスRFCスポーツファーマシスト 

(現在に至る) 

社会福祉法人清風会理事(現在に至る) 

岩手県立釜石高等学校定時制教育振興会理事(現在に至る) 

一般社団法人岩手県薬剤師会非常時・災害対策委員長 

(現在に至る) 

釜石薬剤師会副会長(現在に至る) 

釜石ラグビー応援団長(現在に至る) 

東北医科薬科大学同窓会岩手支部長(現在に至る) 

釜石市立甲子中学校PTA会長(現在に至る) 

学校法人釜石学園認定こども園正福寺幼稚園理事 

(現在に至る) 

釜石コンパス実行委員会幹事(現在に至る) 


